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第二章 基本方針等 
 
（基本方針） 
第七条 政府は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協

働取組の推進に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなけ

ればならない。 
２ 基本方針には、次に掲げる事項について、環境保全活動、環境保全の意欲

の増進及び環境教育並びに協働取組の動向等を勘案して、定めるものとする。 
一 環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推

進に関する基本的な事項 
二 環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推

進に関し政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 
三 その他環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取

組の推進に関する重要な事項 
３ 基本方針を定めるに当たっては、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及

び環境教育並びに協働取組の推進に関する国際的な連携の確保並びに持続可

能な社会の構築に資する経済的、社会的な取組の促進に配慮しなければなら

ない。 
４ 環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。 
５ 環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案の作成に関する事務のうち、

農林水産省、経済産業省又は国土交通省の所掌に係るものについては、それ

ぞれ、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣と共同して行うものと

する。 
６ 環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、

広く一般の意見を聴かなければならない。 
７ 環境大臣及び文部科学大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったと

きは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 
８ 第四項から前項までの規定は、基本方針の変更について準用する。 

 
（都道府県及び市町村の行動計画） 
第八条 都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、その都道府県又は市町

村の区域の自然的社会的条件に応じた環境保全活動、環境保全の意欲の増進

及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画（以下「行動計画」と

いう。）を作成するよう努めるものとする。 
２ 行動計画には、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推

進に関する基本的な事項 
二 環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推

進に関し実施すべき施策に関する事項 
三 その他環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取

組の推進に関する重要な事項 
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３ 都道府県及び市町村は、行動計画を作成しようとするときは、あらかじめ、

住民その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 
４ 都道府県及び市町村は、行動計画を作成したときは、遅滞なく、これを公

表するよう努めるものとする。 
５ 行動計画を作成した都道府県及び市町村は、毎年一回、行動計画に基づく

施策の実施の状況を公表するよう努めるものとする。 
６ 前三項の規定は、行動計画の変更について準用する。 
 
（環境教育等推進協議会） 
第八条の二 行動計画を作成しようとする都道府県及び市町村は、行動計画の

作成に関する協議及び行動計画の実施に係る連絡調整を行うための環境教育

等推進協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することがで

きる。 
２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 
一 行動計画を作成しようとする都道府県又は市町村 
二 当該都道府県又は市町村の教育委員会 
三 学校教育及び社会教育の関係者 
四 関係する国民、民間団体等、学識経験者その他の当該都道府県又は市町

村が必要と認める者 
３ 都道府県及び市町村は、前項第四号に掲げる者を決定するに当たっては、

公募の方法により行うよう努めるものとする。 
４ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協

議の結果を尊重するとともに、行動計画の実施に関し、相協力して、環境保

全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に努める

ものとする。 
５ 主務大臣は、行動計画の作成及び実施が円滑に行われるように、協議会の

構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。 
６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が

定める。 
 
（行動計画の作成等の提案） 
第八条の三 次に掲げる者は、都道府県又は市町村に対して、行動計画の作成

又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方

針に即して、当該提案に係る行動計画の素案を作成して、これを提示しなけ

ればならない。 
一 学校教育及び社会教育の関係者 
二 国民、民間団体等及び学識経験者で環境保全活動、環境保全の意欲の増

進及び環境教育並びに協働取組の推進に関し関係を有するもの 
２ 前項の規定による提案を受けた都道府県又は市町村は、当該提案に基づき

行動計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表するよう努

めるものとする。この場合において、行動計画の作成又は変更をしないこと

とするときは、その理由を明らかにするよう努めるものとする。 


